
 

 
 

 

 

 

 



＜参考：条文抜粋＞ 

 

 (指定の取消し又は停止) 

第１２条 

２ 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当する場合は、指定を取り消し、

又は６月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。 

（１） 下水道に関する法令等に違反したとき。 

（２） 第２条に規定する資格要件を欠くに至ったにもかかわらず、前条第１項の届出を

怠ったとき。 

（３） 第７条第１項及び第２項の規定に違反したとき。 

（４） 業務に関し不正があったとき。 

（５） 不正の手段により第 4 条の規定による指定の決定を受けたとき。 

（６） その他市長が指定工事店として不適当と認めたとき。 

 

 

 (指定工事店の責務及び遵守事項) 

第７条 指定工事店は、下水道に関する法令等その他市長が定めるところに従い、誠

実に施工しなければならない。 

２ 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。 

（２） 工事の申込みを受けたときは、３月以内にこれを完了しなければならない。ただ

し、市長が特に認める場合は、この限りでない。 

（３） 工事は、適正な価格で行わなければならない。 

（４） 工事契約に際しては、工事代金、しゅん工期限その他必要事項を明確に示さな

ければならない。 

（５） 工事の全部又は大部分を一括して他人に請け負わせてはならない。 

（６） 指定工事店としての名義を他人に貸与してはならない。 

（７） 条例第４条に規定する排水設備の新設等の計画について、市長の確認を受け

たものでなければ工事に着手してはならない。 

（８） 工事に係る設計及び工事の施工の監理は、選任した責任技術者に行わせなけ

ればならない。 

（９） 条例第６条第２項の規定により検査済証を交付した日から起算して１年以内に生

じた故障等については、天災その他の不可抗力又は使用者の責めに帰すべき理

由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。 

（１０） 工事がしゅん工した際に行われる完了検査に選任した責任技術者を立ち会わ

せなければならない。 

３ 指定工事店は、選任した責任技術者その他排水設備工事に従事する者に対し、技

術向上のための研修の機会を与えるように努めなければならない。 


